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【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
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(新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額を合算した金額)

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　1,409,400,000円

 
(注)　行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払

込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性

があります。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が

行われない場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株

予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合

算した金額は減少する可能性があります。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行新株予約権証券(第５回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

 

発行数 300,000個(新株予約権１個につき１株)

発行価額の総額 8,100,000円

発行価格
新株予約権１個につき27円
(新株予約権の目的である株式１株につき27円)

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成29年11月30日(木)

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
株式会社中村超硬　管理本部
大阪府堺市西区鶴田町27番27号

払込期日 平成29年11月30日(木)

割当日 平成29年11月30日(木)

払込取扱場所 株式会社りそな銀行　堺東支店
 

(注) １．第５回新株予約権証券(以下、「本新株予約権」という。)については、平成29年11月14日の取締役会決議に

より、発行を決議しております。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後に本新株予約権の第三者割当契約(以下、「本

契約」という。)を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。

３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

４．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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(2) 【新株予約権の内容等】

 

当該行使価額修正条項付新株予約権

付社債券等の特質

１．本新株予約権の目的となる株式の総数は300,000株、割当株式数(別記

「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は１株で確定し

ており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使

時の払込金額」欄第２項に定義する。)が修正されても変化しない(但

し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調

整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が

修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少す

る。

 ２．行使価額の修正基準

本新株予約権の行使価額は、平成29年12月４日に初回の修正がされ、

以後５価格算定日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。価

格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)

において売買立会が行われる日(以下、「取引日」という。)であっ

て、別記「新株予約権の行使期間」欄第２項に定める市場混乱事由が

発生しなかった日をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、

行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算

して５価格算定日目の日の翌取引日(以下、「修正日」という。)に、

修正日に先立つ５連続価格算定日(以下、「価格算定期間」という。)

の各価格算定日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普

通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の90％に相当する金

額の１円未満の端数を切上げた額(以下、「基準行使価額」という。但

し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限

行使価額とする。)に修正される。また、いずれかの価格算定期間内に

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項の規定に基づく調整

の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各価格算

定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重

平均価格は当該事由を勘案して調整される。

 ３．行使価額の修正頻度

行使価額は、５価格算定日に一度の頻度で修正される。

 ４．行使価額の下限

「下限行使価額」は3,114円とする。別記「新株予約権の行使時の払込

金額」欄第４項の規定を準用して調整される。

 ５．割当株式数の上限

300,000株(発行済株式総数に対する割合は6.41％)

 ６．本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第４項に

記載の行使価額の下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場

合の資金調達額)

942,300,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

 ７．本新株予約権には、当社取締役会の決議等により本新株予約権の全部

を取得することができる条項が設けられていない。

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社

における標準となる株式である。なお、当社は１単元を100株とする単元株

式制度を採用している。)

新株予約権の目的となる株式の数 本新株予約権の目的である株式の総数は300,000株(本新株予約権１個当

たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は１株)とす

る。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的た

る株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権の

うち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り

捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当

社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整す

るものとする。
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新株予約権の行使時の払込金額 １．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以

下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより１

円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。

 ２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を

新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをい

う。以下同じ。)する場合における株式１株当たりの出資される財産の

価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、4,671円とする(以下、

「当初行使価額」という。)。

 ３．行使価額の修正

行使価額は、平成29年12月４日に初回の修正がされ、以後５価格算定

日が経過する毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場

合、行使価額は、修正日に、基準行使価額(但し、当該金額が、下限行

使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。

また、いずれかの価格算定期間内に本欄第４項の規定に基づく調整の

原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各価格算定

日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平

均価格は当該事由を勘案して調整される。

 ４．行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由によ

り当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合

又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行

使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
 

 
調整後
行使価額

＝

 
調整前
行使価額

 
×

既発行
普通株式数

＋
交付普通株式数×１株当たりの払込金額

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

 

 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の

行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

 ①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株

式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式

若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社

普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社

債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除

く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が

設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同

じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はそ

の日の翌日以降これを適用する。

 ②　株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、

調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社

普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与え

るための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償

割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日

がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割

当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれ

を適用する。
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新株予約権の行使時の払込金額 ③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に

定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定

めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項

第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券

若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後

の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しく

は新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価

額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付された

ものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払

込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割

当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権

利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを

適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される

当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新

株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定し

ていない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行

されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付

社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で

請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行

使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した

日の翌日以降、これを適用する。

 ④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予

約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)

号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する

場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 ⑤　本号①ないし③の各取引において、その権利の割当のための基準

日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株

主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としていると

きは、本号①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額

は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合

において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日まで

に本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に

従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
 

 
株式数

 
＝

(調整前行使価額－調整後行使価額) ×
調整前行使価額により当該期間内

に交付された株式数

調整後行使価額
 

 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金に

よる調整は行わない。

 (3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使

価額との差額が１円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれ

を行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発

生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価

額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用す

る。
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新株予約権の行使時の払込金額 (4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

 ①　１円未満の端数を四捨五入する。

 ②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する

日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始

まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の

平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平

均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四

捨五入する。

 ③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場

合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適

用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、

当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とす

る。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する

交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に

割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

 (5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げ

る場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

 ①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする

吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の

調整を必要とするとき。

 ②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる

事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

 ③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事

由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につ

き、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

 (6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行

使価額を初めて適用する日が第３項に基づく行使価額の修正日と一

致する場合には、当社は、必要な調整を行う。

 (7) 第３項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行

うときは、当社は、予め書面によりその旨並びにその事由、修正又

は調整前の行使価額、修正又は調整後の行使価額及びその適用の日

その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知

する。但し、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の

日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日

以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価額の総額

1,409,400,000円

(注)　別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項又は第４項によ

り、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使

により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少

する可能性がある。本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われ

ない場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額は減少する可能性がある。

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、

行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額

に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記

「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的であ

る株式の総数で除した額とする。

 ２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金

及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加

する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし(計算の結果１円未満の端数を

生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度

額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とす

る。
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新株予約権の行使期間 １．本新株予約権の行使期間

平成29年12月１日(当日を含む。)から平成30年２月９日(当日を含

む。)までとする。但し、本新株予約権の行使期間の最終日までに以下に

定める市場混乱事由が生じた場合、本新株予約権の行使期間は、当該市

場混乱事由の発生した日のうち取引日に該当する日数分だけ、20取引日

を上限に延長される。

 ２．市場混乱事由

当社普通株式に関して以下の事態が発生している場合、かかる状況を

市場混乱事由と定義する。

(1) 当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されてい

る場合

(2) 取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合

(取引所において取引約定が全くない場合)

(3) 当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の

下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式

の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわら

ないものとする。)

新株予約権の行使請求の受付場所、

取次場所及び払込取扱場所

１．本新株予約権の行使請求受付場所

　　三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

２．行使請求の取次場所

　　該当事項なし。

３．行使請求の払込取扱場所

　　株式会社りそな銀行　堺東支店

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の事由及び取

得の条件

該当事項なし。

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項なし。

代用払込みに関する事項 該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

該当事項なし。

 

(注) １．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由

当社は、下記「(1)資金調達の目的」に記載のとおりの目的のための資金調達を行う手法として、様々な資

金調達方法を比較・検討してまいりましたが、下記「(3)本スキームの特徴」、「(4)資金調達方法の選択理

由及び他の資金調達方法」に記載のとおり、各種資金調達方法には各々メリット及びデメリットがある中

で、現在の当社の資金ニーズに最も合致していることから、本資金調達によるデメリットも考慮した上で、

総合的に判断し、本資金調達手法を採用することを決定しました。
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(1) 資金調達の目的

　当社グループは、電子材料スライス周辺事業関連、特殊精密機器事業関連、化学繊維用紡糸ノズル事業

関連の開発・製造・販売を主な事業として取り組んでおります。主力事業である電子材料スライス周辺事

業では、主に太陽電池などに用いられる各種電子材料ウエハ(*１)の製造工程の中で重要な工程といえ

る、スライス加工で使用するダイヤモンドワイヤの開発・製造・販売を行っております。

 
(*１)ウエハとは、電子材料の塊(インゴット)から目的に応じて薄くスライスされた板状の機能部品です。

シリコン、サファイア、ＳｉＣ(炭化ケイ素)、ＧａＮ(窒化ガリウム)など、様々な材質があります。

 
ダイヤモンドワイヤとは、細いピアノ線にダイヤモンドの粒を強く固定した糸状の工具であり、他の加

工方法に比べて１本のシリコンインゴット(*２)からより多くのシリコンウエハを製造することができる

という利点があることから、特に太陽電池の業界でシリコンウエハ製造の低コスト化をもたらすというこ

とで普及してまいりました。これまで、ダイヤモンドワイヤは単結晶シリコンウエハ(*３)市場では普及

しておりましたが、単結晶シリコンウエハ市場と比較すると２倍以上の市場規模があると言われている多

結晶シリコンウエハ(*４)市場では普及しておりませんでした。これは、多結晶シリコンウエハをダイヤ

モンドワイヤにより加工することが技術的に難しかったことに起因しますが、シリコンインゴットをスラ

イス加工する機械の高度化や多結晶シリコンウエハの表面処理技術の進化等の周辺技術の進歩や当社のダ

イヤモンドワイヤの改良等により、多結晶シリコンウエハの加工においてもダイヤモンドワイヤの使用が

可能となりました。これを受けて、多結晶シリコンウエハ市場においても、シリコンウエハ製造の低コス

ト化の観点からダイヤモンドワイヤの導入の動きが出てきたことや、市場の中心である中国だけでなく、

それ以外の地域からの引き合いも増加してきており、近時、当社製のダイヤモンドワイヤの需要量が拡大

しております。かかる需要量の拡大に対応するためには、当社のダイヤモンドワイヤの製造設備の増強を

図ることで増産体制を整える必要があります。

 
(*２)シリコンインゴットは、シリコン(ケイ素)を製錬した塊のことを言いますが、主に半導体や太陽電池

などの用途に加工されて使用されています。

(*３)単結晶シリコンウエハは、シリコンの結晶が規則的に配列されているウエハで、比較的加工が容易と

いう特長があるものの、単価は多結晶シリコンウエハよりも高くなっています。

(*４)多結晶シリコンウエハは、結晶が不規則に配列されているウエハで、比較的加工が難しいものの単価

が相対的に安いことから、メガソーラー向けの太陽電池等で使用されています。

　

上記の点に加えて、当社グループの売上高に占める電子材料スライス周辺事業の比率が高いこともあ

り、当社は、将来の業容拡大に向けて新しい事業の創出のための取り組みを行っております。具体的に

は、新規事業の創出を目指して、マイクロリアクター関連技術の研究開発を進めております。かかる技術

については、今年度から事業化ステージへ移行したいと考えており、マイクロリアクター関連技術はライ

フサイエンス事業と銘打って事業化を目指しております。

マイクロリアクター関連技術は、創薬開発における化学物質の合成をフロー化・自動化することによ

り、化学物質の合成のスピード化・効率化を図るための技術(*５)で、ライフサイエンス事業は、かかる

技術を活用することで製薬メーカーや研究機関等から研究の受託を行う事業です。国立研究開発法人産業

技術総合研究所との共同研究実績をもとに、当社は、早期のマーケットインを目指してマイクロリアク

ター関連技術の研究開発を続けているところであります。

 
(*５)創薬における最初のステップである基礎研究では、研究対象物質の中から数十万という膨大な数の化

合物合成を行い、薬の“もと”となる化合物の候補を絞り込んでいきます。その中で、薬としての効

果が期待でき、毒性の少ない物質が次の開発ステージに進んでいきます。現状は人手による古典的な

新薬探索のため、多大な時間と労力が必要ですが、マイクロリアクター関連技術を活用した自律型自

動探索装置により医薬候補品の解析・設計・合成を365日24時間自動で行うことで医薬候補物質の探

索期間を大幅に短縮することが可能となります。

 
他方で、製薬業界においては、近年、次世代の創薬技術として注目を集める「中分子創薬」(*６)にお

いて、世界各国で特殊ペプチド(*７)医薬品を巡る主導権争いが始まっており、国内外の製薬企業がその

研究開発を加速させています。このように特殊ペプチド原薬の安定的な供給体制の構築に対するニーズが

高まっているものの、現時点では高精度で安定かつ大量に特殊ペプチド原薬を供給できる製造受託メー

カーは世界的に見ても存在しておりません。また、これまで広く使われてきたペプチド合成法の生産性は

極めて低くその改善が求められていることから、今般、様々な最先端技術の集約による高品質特殊ペプチ

ド原薬の低コストかつ安定供給体制の確立に向けて、ペプチドリーム株式会社、塩野義製薬株式会社及び

積水化学工業株式会社(以下、「３社」と総称する。)を中心にペプチスター株式会社(*８)(以下、「ペプ

チスター」という。)の立ち上げが行われ、当社を含む複数社がオールジャパン体制で当該プロジェクト

に参画し、出資することを検討しております。具体的には、ぺプチスターは平成29年９月の設立以降、順

次増資を計画しており、今後当社を含む複数社が出資に応じる予定となっております。当社は、ライフサ

イエンス事業におけるマイクロリアクター関連技術を活かして従来よりも効率の良い特殊ペプチド原薬の
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製造装置の開発の役割を担うことで、ペプチスターにおける特殊ペプチド原薬の安定的な供給体制の確立

に貢献してまいります。

 
(*６)一般的な医薬品にはコストが安い錠剤などの「低分子医薬品」や、薬効が高いが価格も高い「抗体医

薬品」がありますが、ペプチド医薬品は、低分子医薬品と抗体医薬品の中間となる「中分子医薬品」

とも呼ばれ、このような中分子創薬は、抗体医薬より低コストで製造できる特徴を有する次世代の創

薬とされています。

(*７)６～50アミノ酸残基からなる一般的なペプチドと異なり、天然の20種類のアミノ酸のみならず、各種

特殊(非天然型)アミノ酸(Ｌ－アミノ酸誘導体、Ｄ－アミノ酸、Ｎ－メチル化アミノ酸、β－アミノ

酸等)を組み込んだ６～20アミノ酸残基からなるペプチドのこと。

(*８)３社の合弁により特殊ペプチド原薬の研究開発・製造及び販売を目的として平成29年９月に設立され

た新会社。３社を中心にオールジャパン体制(３社の他、当社を含めた複数社が参画予定)で様々な最

先端技術の集約による高品質特殊ペプチド原薬の低コストかつ安定供給体制の確立を目指す。

 
今回の資金調達を行う背景としましては、上記のように、電子材料スライス周辺事業においてはダイヤ

モンドワイヤの需要拡大に対応するため、ダイヤモンドワイヤの製造設備に係る設備投資及びライフサイ

エンス事業におけるマイクロリアクター関連技術を活かした特殊ペプチド原薬の安定的な供給体制の確立

に寄与するためのペプチスターへの出資金に充当する予定です。

当社としては、これらの施策の実施により、一層の収益性の向上を図り、経営基盤を更に強固なものに

するとともに持続的な成長、発展を遂げるための取り組みを強めてまいる所存です。

 
(2) 資金調達方法の概要

　今回の資金調達は、当社が割当予定先に対し本新株予約権を割当て、割当予定先による本新株予約権の

行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっております。当社はFVC-EVO Growth Platform Fund

Ltd., SPC(以下、「GPF」という。)との間で、本有価証券届出書の効力発生後に、下記の内容を含む本契

約を締結します。

①　行使コミット条項

＜コミット条項＞

割当予定先は、本新株予約権の発行日翌取引日(当日を含む。)から、その27価格算定日目の日(当日

を含む。)(以下、「全部コミット期限」という。)までの期間(以下、「全部コミット期間」とい

う。)に、割当予定先が保有する本新株予約権の全てを行使することをコミットしています。

かかる全部コミットが存在することで、当社は本件による資金調達の確実性を高めることができま

す。

市場混乱事由が発生しないと仮定した場合、全部コミット期限は平成30年１月12日(本新株予約権の

発行日翌取引日の27価格算定日目の日)となりますが、この期限までに市場混乱事由が発生した場

合、これが発生した日は価格算定日に含まれないため、上記の期限は延長されることとなります。

また、全部コミット期間中の各価格算定期間に属するいずれかの取引日において、取引所の発表する

当社普通株式の終値が平成29年11月13日の終値(5,190円)の70％(3,633円、１円未満の端数は切上げ)

以下となった場合(以下、「コミット期間延長事由」という。)には、コミット期間延長事由が１回発

生する毎に、全部コミット期間は５価格算定日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計４回(20価

格算定日)を上限とします。)。

なお、全部コミット期間について、上記の延長は、同一の価格算定期間中において生じたコミット期

間延長事由につき１回に限られ、同一の価格算定期間中において複数回のコミット期間延長事由が生

じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は１回のみとなります。

＜コミット条項の消滅＞

全部コミット期間中において、コミット期間延長事由が４回を超えて発生した場合、全部コミットに

係る割当予定先のコミットは消滅します。

また、全部コミットに係る割当予定先のコミットは、本新株予約権の発行日翌日以降に市場混乱事由

が発生した取引日が累積して20取引日に達した場合には消滅します。

なお、コミットの消滅後も、割当予定先は、その自由な裁量により本新株予約権を行使することがで

きます。

②　行使価額の修正

本新株予約権の行使価額は、平成29年12月４日に初回の修正がされ、以後５価格算定日が経過する毎に

修正されます。この場合、行使価額は、各修正日に、基準行使価額に修正されます。基準行使価額の算

出に際しましては、割当予定先との議論を行ったうえで、本件同種の資金調達案件との条件比較から、

割当予定先の投資家としての収益確保のためにディスカウント率を10％として計算することとしまし

た。但し、当該金額が、下限行使価額を下回る場合には下限行使価額が修正後の行使価額となります。

「下限行使価額」は3,114円としますが、当該下限行使価額の水準については、割当予定先の投資家と

しての収益確保と、当社として資金調達額の最大化を図るという要素を、割当予定先と当社間で議論の

上決定したものであります。
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下限行使価額は上記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権証券(第５回新株予約権証券)　(2)新

株予約権の内容等　新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項の定める行使価額の調整の規定を準用し

て調整されます。

 
(3) 本スキームの特徴

　本スキームには、以下のようなメリット及びデメリットがあります。

［メリット］

①　短期間における確実な資金調達

本新株予約権(対象となる普通株式300,000株)は、原則として平成30年１月12日までに全部行使(全部コ

ミット)されます。

②　最大交付株式数の限定

本新株予約権の目的である当社普通株式数は300,000株で固定されており、株価動向にかかわらず、最

大交付株式数が限定されております。その為、希薄化率が当初予定より増加する事はありません。

③　株価上昇時の調達額増額

株価に連動して行使価額が修正されるため、株価が上昇した場合に資金調達額が増額されます。

④　株価上昇時の行使促進効果

今回本新株予約権の行使により発行を予定している300,000株について、行使期間中に株価が大きく上

昇する場合、割当予定先が投資家として早期にキャピタル・ゲインを実現すべく、行使期間の満了を待

たずに速やかに行使を行う可能性があり、結果として迅速な資金調達の実施が期待されます。

 
［デメリット］

① 当初に満額の資金調達はできない

新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に行使の対象となる

株式数を乗じた金額の資金調達がなされます。そのため、新株予約権の発行当初に満額の資金調達が行

われるわけではありません。

②　株価低迷時に、資金調達額が減少する可能性

新株予約権の行使期間中、株価が長期的に発行当初の株価を下回り推移する状況では、当初株価に基づ

き想定される金額を下回る資金調達となる可能性があります。

③　割当予定先が当社普通株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性

割当予定先の当社普通株式に対する保有方針は短期保有目的であることから、割当予定先が新株予約権

を行使して取得した株式を市場で売却する可能性があります。現在の当社普通株式の流動性も鑑みる

と、割当予定先による当社普通株式の売却により当社株価が下落する可能性があります。

④　不特定多数の新投資家へのアクセスの限界

第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調達を

募ることによるメリットは享受できません。

 
(4) 資金調達方法の選択理由及び他の資金調達方法　

　当社は様々な資金調達方法を比較・検討してまいりましたが、当社資金ニーズを、一定の期間において

高い蓋然性にて調達できることから、総合的な判断によりこれを採用することを決定しました。

① 新株式発行による増資

(a) 公募増資

公募増資による新株発行は、資金調達が一度に可能となるものの、同時に将来の１株当たり利益の希

薄化をも一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。当社は昨年及

び一昨年に公募増資を実施しておりますが、昨年の公募増資時の募集価格より株価が下落する状況が

長期間続いた後に、今回の資金調達方法として公募増資を選択し一度に希薄化を引き起こすことによ

り株価を再度下落させることは、既存株主の利益を大きく損ねるおそれがあることから、今回の資金

調達方法として適当でないと判断いたしました。

(b) 株主割当増資

株主割当増資では希薄化懸念は払拭されますが、近年において実施された事例が乏しく、割当予定先

である既存投資家の参加率が非常に不透明であることから、本スキームと比べて必要資金を調達でき

ない可能性が高く、また、参加率を上げるために払込金額を低く設定した場合には株価に大きな悪影

響を与える可能性も否定できないことから、資金調達方法として適当でないと判断いたしました。

(c) 新株式の第三者割当増資

新株式の第三者割当増資は即時の資金調達として有効な手段となりえますが、割当先として適切な投

資家を見つけることが難しいことから、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
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②　ＭＳＣＢ

株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(いわゆるＭＳＣＢ)の発行条件及び

行使条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株数が行使価額に応じて決定され

るという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直

接的な影響が大きく、本スキームの方が株主への影響が少ないと考えております。また、転換社債型新

株予約権付社債は転換が起こるまでの間は負債として認識されるところ、更に負債額を増やすことは、

当社の財務体質を悪化させる可能性があることから、今回の資金調達方法として適当でないと判断いた

しました。

③　行使価額が固定された新株予約権

行使価額が修正されない新株予約権は、株価上昇時にその上昇メリットを当社が享受できず、一方で株

価下落時には行使が進まず資金調達が困難となるため、資金調達の確実性は本スキームと比較して低い

と考えられます。また、当社の株価のボラティリティを考えると、現時点において適切な行使価額を設

定することは難しいと考えております。その為、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしま

した。

④　新株予約権無償割当による増資(ライツ・イシュー)

株主全員に新株予約権を無償で割当てることによる増資、いわゆるライツ・イシューには当社が金融商

品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社が金融商品取引業者と

の元引受契約を締結せず新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・イ

シューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績が乏しく、

当社においても現時点では実施の目処は立っておりません。他方でノンコミットメント型のライツ・イ

シューについては、上記①(b)の株主割当増資と同様に、割当予定先である既存投資家の参加率及び資

金調達の蓋然性が非常に不透明である他、参加率を上げるために払込金額を低く設定した場合には株価

に大きな悪影響を与える可能性も否定できないことから、今回の資金調達方法として適当でないと判断

いたしました。

⑤ 借入・社債による資金調達

借入又は社債による資金調達では、調達額が全額負債となるため、財務健全性が低下し、今後の借入余

地が縮小する可能性があることから、今回は必要調達額の全額を借入又は社債により調達する形ではな

く、財務健全性や今後の借入余地とのバランスを勘案しながら借入と本新株予約権の発行を組み合わせ

た資金調達を行うことが適当と判断いたしました。

 
２．企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定する場合に該当する場合にあっては同項に規定する

デリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当事項はありません。

 
３．当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先と

の間で締結する予定の取決めの内容

当社は割当予定先との間で、本有価証券届出書の効力発生後に、上記「１．行使価額修正条項付新株予約権

付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由　(2)資金調達方法の概要」記載の内容を定める本契

約を締結いたします。

 
４．当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項はありません。

 
５．当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取

決めの内容

本新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役であり、大株主である井上誠は、その保有する当社普通株式に

ついて、GPFへの貸株を行う予定です。

GPFは、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付け以外

の目的のために売却その他の処分をしないものとする旨、貸主との貸株契約書において定めております。

 
６．その他投資者の保護を図るために必要な事項

割当予定先は、当社との間で締結予定の本契約の規定により、本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締

役会の決議による当社の承認を要するものとされます。但し、割当予定先が、本新株予約権の行使により交

付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。

 
７．本新株予約権の行使請求の方法

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、上記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権証券(第

５回新株予約権証券)(2)新株予約権の内容等　新株予約権の行使期間」欄記載の行使請求期間中に同「新

株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必

要な事項を通知しなければなりません。
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(2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、前号の行使請求に必要な事項の通知をし、かつ、本新株予

約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて同「新株予約権の行使請求の受付場所、取

次場所及び払込取扱場所」欄記載の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。

 
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が全て通知され、かつ当該

本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額(行使請求に必要な事項の通知と同日付で同

「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項に定める行使価額の修正が行われる場合には、当該修正後の

行使価額に基づき算定される金額とします。)が前号に定める口座に入金された日に発生します。

 
８．株券の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口

座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。なお、当社は本新株予約権にか

かる新株予約券証券を発行しません。

 
９．社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の

規定の適用を受けるものとします。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の

定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従うものとします。

 
(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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２ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

1,409,400,000 14,100,000 1,395,300,000
 

(注) １．上記払込金額は、本新株予約権の発行に際して払込まれる金額の総額(8,100,000円)に本新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額(本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合において、本新株予約

権の行使に際して出資される財産の価額の合計額1,401,300,000円)を合算した金額であります。

２．行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の額が変動する結

果、本新株予約権に係る調達資金、発行費用及び差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。ま

た、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合にも、同様に本新株予約権に係る調達資金及び差引

手取概算額は減少する可能性があります。

３．発行諸費用の概算額の内訳は、新株予約権評価・弁護士費用・届出書データ作成料6,300,000円、法務局登

記費用4,200,000円、その他諸費用(司法書士費用・信用調査費用等)3,600,000円です。

４．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 【手取金の使途】

本新株予約権の発行並びに割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する資金の額は合計1,395,300,000

円となる予定であり、調達する資金の具体的な使途については、次のとおり予定しています。

　

＜本新株予約権発行による調達資金＞

具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期

①　ダイヤモンドワイヤ増産のための設備投資 1,195
平成29年12月

～平成30年４月

②　ペプチスターへの出資金 200
平成30年１月

～平成30年３月
 

　

調達資金の使途の詳細は以下の通りです。

①　ダイヤモンドワイヤ増産のための設備投資：1,195百万円

本件設備投資は、今後見込まれる顧客からの需要拡大に備えることを目的として、大阪府和泉市及び沖縄県うる

ま市の当社工場の製造設備につき、ダイヤモンドワイヤの生産能力を段階的に増強するための設備投資費用とし

て、平成29年12月から平成30年４月頃までに約16億円を支出することを予定しておりますが、そのうちの約12億円

について調達資金を充当いたします。なお、残額約４億円については、下記②記載のペプチスターについて出資金

額の変更が生じ又は出資を断念したことに伴い下記②記載の２億円の一部又は全部をぺプチスターへの出資に充当

しない事態が生じた場合にはこれを充当すると共に、その他残額については自己資金、銀行借入及びリースによる

調達資金を充当する予定にしております。

　

②　ペプチスターへの出資金：200百万円

ペプチスターは３社の合弁にて平成29年９月に設立されましたが、設立後も順次増資が計画されており、オール

ジャパン体制(３社の他、当社を含めた複数社が参画予定)で様々な最先端技術の集約による高品質特殊ペプチド原

薬の低コストかつ安定供給体制の確立に向けての検討が進められております。ペプチスターは平成29年９月の設立

以降、順次増資を計画していますが、今後当社を含む複数社が出資に応じる予定となっており、当社としてもペプ

チスターへの出資を行うことで、ライフサイエンス事業におけるマイクロリアクター関連技術を活かした特殊ペプ

チド原薬の安定的な供給体制の確立に寄与してまいる所存です。具体的な出資時期及び出資金額については、現時

点では、平成30年１月から平成30年３月にかけて２億円を支出することを想定しております。また、出資金額を変

更し又は出資を断念したときには、かかる事実を開示いたします。なお、出資金額を変更し又は出資を断念したと

きには、ペプチスターへの出資金剰余額又は出資金相当額については上記①記載のダイヤモンドワイヤ増産のため

の設備投資に充当いたします。
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本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があり、また割当予定先は本契約において行使期間中に全て

の本新株予約権を行使することをコミット(全部コミット)していますが、かかる全部コミットは本新株予約権の発行

日翌日以降に市場混乱事由が発生した取引日が累積して20取引日に達した場合及び全部コミット期間中において、コ

ミット期間延長事由が４回を超えて発生した場合には消滅するものとされているため、現時点において調達できる資

金の額及び時期は確定したものではなく、現時点において想定している調達資金の額及び支出予定時期に差異が発生

する可能性があります。資金使途を充当する優先順位としては、上記＜本新株予約権発行による調達資金＞表中の

「具体的な使途」に記載の順に充当予定としておりますが、本新株予約権の行使により調達する差引手取概算額に変

更があり得ることから、上記の調達資金の充当内容は、実際の差引手取額に応じて、各事業への充当金額を適宜変更

する場合があります。また、本新株予約権の行使が進まず、本新株予約権による資金調達が困難になった場合は、必

要に応じて、調達コストも勘案しつつ金融機関からの短期借入等の追加での資金調達により賄うことも検討する予定

です。かかる追加の資金調達につきましては、当社としては、今回の資金調達により当社の株主資本が増し、これに

より借入余力も増えることから、許容可能と判断しております。他方で、本新株予約権による調達資金の額が現時点

において想定している調達資金の額を超過した場合には、超過分はダイヤモンドワイヤ増産のための運転資金として

利用することを想定しております。なお、上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は当社預金口座で保管する

予定です。

　

 

第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】

(1) 割当予定先の概要、及び提出者と割当予定先との間の関係

 

ａ．割当予定先の
概要

名称 FVC-EVO Growth Platform Fund Ltd., SPC

本店の所在地
Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27
Hospital Road,
George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

国内の主たる事務所の
責任者の氏名及び連絡
先

該当事項はありません。
なお、国内における連絡先は以下のとおりです。
EVOLUTION JAPAN証券株式会社
東京都千代田区紀尾井町４番１号
代表取締役社長　ショーン・ローソン

代表者の役職及び氏名
代表取締役　マイケル・ラーチ
代表取締役　リチャード・チゾム

資本金 0.01米ドル

事業の内容 ファンド運用金融商品取引業

主たる出資者及びその
出資比率

EVO FUND 100％

ｂ．提出者と割当
予定先との間
の関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引等関係 該当事項はありません。
 

　

(2) 割当予定先の選定理由

当社は、ダイヤモンドワイヤの増産のための設備投資及び現在検討中のペプチスターへの出資金のための機動的

かつ確実な資金調達方法について、複数検討してまいりました。

平成29年４月に、当社が上場する前に当社に出資いただいたことのあるフューチャーベンチャーキャピタル株式

会社(京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地　代表取締役社長　松本直人、以下、「FVC」という。)から

EVOLUTION JAPAN証券株式会社の紹介を受け、EVOLUTION JAPAN証券株式会社から本新株予約権発行の提案と、本新

株予約権の引受の意向を有する投資家として、FVCの100％子会社である株式会社FVCP(東京都港区虎ノ門４丁目１番

17号　神谷町プライムプレイス８階　代表取締役　松本直人、以下、「FVCP」という。)とEvolution Capital

Management LLC(2425 Olympic Blvd. Suite 125E, Santa Monica, CA 90404 USA 代表社員　マイケル・ラーチ)を

共同投資運用者として当時設立が予定されていたGPFの紹介を受けました。当該提案を当社内にて協議・検討し、上

記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権証券(第５回新株予約権証券)　(2)新株予約権の内容等　(注)１．

(4)資金調達方法の選択理由及び他の資金調達方法」に記載のとおり他の資金調達手段と比較・検討した結果、当社

のファイナンスニーズに最も合致していると判断しました。また、GPFの信用力及び適格性についても当社内にて協

議・検討しましたが、FVCが運用する「さかいベンチャー育成ファンド」が当社が上場に至るまでの段階での投資実

績を有し、FVCが当社の事業戦略に関して深い知見と理解を有する一方、Evolution Capital Management LLCが運用

するEVO FUNDが本スキームと同様のファイナンスについて豊富な投資実績を有すること等から、両者が共同で投資

運用を行うGPFは割当予定先として適当であると判断しました。その結果、本スキームの採用及びGPFを割当予定先

とすることを決定いたしました。

割当予定先は、成長可能性が高い中堅上場企業を対象とした第三者割当型のエクィティ資金の提供を目的として

平成29年７月12日に設立されたファンド(ケイマン諸島法に基づく免税有限責任会社)であり、FVCPとEvolution

Capital Management LLCが当該ファンドの共同投資運用者となっております。FVCPは、親会社であるFVCが長年にわ

たるベンチャー企業への成長資金供給・ハンズオン支援を通して培った既存投資先とのリレーションシップや、CVC

(*１)や地域創生ファンドの運営を受託した大企業・地域金融機関等とのネットワーク等を活用して投資案件の発掘

や事業支援を主導します。一方、Evolution Capital Management LLCが投資にあたっての商品設計、条件交渉、投

資実行及びその後のリスク管理を担っております。割当予定先の100％出資者であるEVO FUNDは、EVOLUTION JAPAN

アセットマネジメント株式会社(東京都千代田区紀尾井町４番１号　代表取締役　ショーン・ローソン)から潜在的

案件の紹介や国内投資に係る情報提供を受け運用されるファンドであり、Evolution Capital Investments LLC(774

Mays Blvd. Ste. #10 Incline Village, Nevada 89451 USA 代表社員　マイケル・ラーチ)の100％子会社であるEVO
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Feeder Fund(c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited 190Elsin Avenue, George Town, Grand

Cayman KY1-9005, Cayman Island 代表取締役　マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)以外の出資者はおらず、

EVO FUNDの運用資金は取引先であるプライム・ブローカーからの短期的な借入を除き、全額自己資金であります。

また、Evolution Capital Investments LLCの出資者は同社代表社員であるマイケル・ラーチ氏のみであります。

(*１)CVCとはCorporate Venture Capitalの略語であり、投資事業を主体としない会社によるベンチャー企業への投

資行動、及びそのような投資を行うために設立・運用される事業会社のことです。事業会社としてスタート

アップ企業を支援する際に用いられる手法の一つであり、資金提供を主として、付随して技術やビジネスパー

トナーシップなども提供して総合的に支援する場合もあります。

　

割当予定先の関連会社であるEVOLUTION JAPAN証券株式会社が、GPFから委託を受け新株予約権の引受けのあっせ

んとして今回の資金調達のアレンジャー業務を担当しました。EVOLUTION JAPAN証券株式会社はケイマン諸島に所在

するタイガー・ホールディングス・リミテッド(190 Elgin Ave, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman

Islands　代表取締役　マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)の100％子会社であり、同社は英国王室属領ガーン

ジー島に所在するタイガー・トラスト(c/o Rothschild Trust Guernsey Limited, St. Julian’s Court, St.

Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey GY1 6AX　信託なので代表取締役は存在せず)の100％子会社であり

ます。

 
(注)　本新株予約権に係る割当は、日本証券業協会会員であるEVOLUTION JAPAN証券株式会社の斡旋を受けて、GPFに

対して行われるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」(自主規制規

則)の適用を受けて募集が行われるものです。

 
(3) 割当てようとする株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は、300,000株です。

 
(4) 株券等の保有方針

割当予定先であるGPFは、純投資を目的としており、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を原則とし

て長期間保有する意思を有しておらず、出資者に対する運用責任を遂行する立場から、保有先の株価推移により適

宜判断の上、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式につきましては、市場外でのブロッ

クトレード等を含めてマーケットへの影響を勘案しながら売却する方針である旨を口頭にて確認しております。

また、当社と割当予定先は、下記の内容を含む本契約を締結します。①当社は、取引所の定める有価証券上場規

程第434条第１項、同施行規則第436条第１項から第５項までの定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定

先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の

10％を超える場合には、当社は当該10％を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下、「制限超過行使」とい

う。)を行わせないこと。②割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約

権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、当該本新株予約権

の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。③割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合、

あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社の間で制限超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先とな

る者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の義務を承継すべき旨を約束させること。

 
(5) 払込みに要する資金等の状況

割当予定先の払込みに要する財産の存在については、当社は割当予定先の100％出資者であるEVO FUNDから、EVO

FUNDが資金を預託しているプライム・ブローカー各社による預り資産残高証明を受領し、平成29年９月30日時点の

残高が払込み及び行使に必要な金額を十分に超過している状態であることを確認しており、EVO FUNDの割当予定先

に対する出資コミットメント(５年間、総額最大200億円)に基づき、払込期日前において本新株予約権の払込金額

(発行価額)の総額並びに本新株予約権の行使に要する金額の払込みに要する資金が遅滞なく割当予定先に拠出され

る旨、GPFの資金管理・決済業務を行うHC Global Fund Services,LLC発行の書面にて確認しております。以上のこ

とから、当社は割当予定先が払込期日において本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額及び新株予約権の行使に

要する金額の払込みに要する資金は充分であると判断しております。

 
(6) 割当予定先の実態

当社は、EVOLUTION JAPAN証券株式会社により紹介されたGPF及びその100％出資者であるEVO FUNDと、両社の役員

であるマイケル・ラーチ氏、リチャード・チゾム氏について反社会的勢力等と何らかの関係を有していないか、過
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去の新聞記事やWEB等のメディア掲載情報の検索により割当予定先が反社会的勢力でない旨を確認いたしました。ま

た、割当予定先及びその運用者であるEvolution Capital Management LLC並びにFVCPからは、反社会的勢力との間

において一切関係ない旨の誓約書の提出を受けております。

さらに慎重を期すため、企業調査、信用調査を始めとする各種調査を専門とする第三者調査機関である株式会社

東京エス・アール・シー(東京都新宿区西新宿４丁目32番13号　代表取締役　中村勝彦)に割当予定先であるGPF及び

その100％出資者であるEVO FUND、EVO FUNDの100％出資者であるEvo Feeder Fund、Evo Feeder Fundの100％出資者

であるEvolution Capital Investments LLC、Evolution Capital Investments LLCの単独の出資者であるマイケ

ル・ラーチ氏、さらに、GPF、EVO FUND及びEvo Feeder Fundの役員であるリチャード・チゾム氏について調査を依

頼しました。そして、同社の保有するデータベースとの照合等による調査を行った結果、現時点において、当該割

当予定先、その出資者及び役員に関する反社会的勢力等の関与事実がない旨の報告書を受領いたしました。

以上から総合的に判断し、当社は割当予定先、その出資者及び役員については、反社会的勢力との関係がないも

のと判断し、反社会的勢力と関わりがないことの確認書を取引所に提出しております。

 
２ 【株券等の譲渡制限】

割当予定先は、当社との間で締結予定の本契約の規定により、本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の

決議による当社の承認を要するものとします。但し、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第

三者に譲渡することを妨げません。

 

３ 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関(株式会社

赤坂国際会計、代表者：黒崎知岳、住所：東京都港区元赤坂１丁目１番８号)に依頼しました。当該第三者算定機関

と当社及び割当予定先との間には、重要な利害関係はありません。

当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定にあたって、ブラック・ショールズ・モデルや二項

モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施したうえで、本新株予約権の発行要項及び割当予定先

との間で締結する予定の本契約に定められたその他の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデ

ルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の評価を実施し

ています。また、当該算定機関は、当社の株価、ボラティリティ、予定配当額、無リスク利子率について一定の前

提を置き、割当予定先が行使コミット条項に基づく権利行使を完了するように権利行使期間に渡り一定数量の新株

予約権の権利行使を行うことを想定し、割当予定先の新株予約権行使及び株式売却の際に負担する新株予約権の発

行コスト及び株式処分コストについては、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的

と見積もられる一定の水準を想定して評価を実施しています。

当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額レンジ24.1円～26.2円を参考に、当該評価額レンジ

の下限を下回らない範囲で、割当予定先との間での協議を経て、本新株予約権の１個の払込金額を27円とし、本新

株予約権の行使価額は当初、行使価額の修正における計算方法に準じて、平成29年11月13日の取引所における当社

普通株式の普通取引の終値を基準として、それに対し10％下回る額としました。
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本新株予約権の発行価額及び行使価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性

のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シ

ミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると

考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額レンジを参考に、当該評価額レンジの下限を下回らない範囲

で、割当予定先との間での協議を経て決定されているため、本新株予約権の発行価額は、いずれも有利発行には該

当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。また、当初行使価額及び行使価額の修正におけるディス

カウント率10％は、割当予定先の投資家としての立場を踏まえ、協議の結果、最終的に当社が決定したものであり

ますが、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」において第三者割当による株式の発行に際し

て払込金額が取締役会決議の直前日の価額に0.9を乗じた額以上の価額であることが要請されている点とも整合的で

あり、かつ当該条件は本新株予約権の発行価額に織り込まれていることから、本新株予約権の発行価額は特に有利

な金額には該当しないものと判断いたしました。

また、当該判断を行う過程で、当社監査役３名(うち社外監査役３名)全員が、当社取締役会に対して、本新株予

約権の発行については、特に有利な条件での発行に該当せず、適法な発行である旨の意見を表明しております。当

該意見は、払込金額の算定にあたり、当社及び割当予定先との取引関係のない独立した外部の第三者算定機関であ

る株式会社赤坂国際会計が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある行使価額、当社普通株式の株価及びボラティ

リティ、権利行使期間等の前提条件を考慮して、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモ

ンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該第三者算定機関の評価額は合理的

な公正価格と考えられ、払込金額も当該評価レンジの下限を下回っていないことを判断の基礎としております。

　

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数300,000株(議決権数3,000個)は、平成29年９月30日現在

の当社発行済株式総数4,678,900株及び議決権数46,770個を分母とする希薄化率は6.41％(議決権ベースの希薄化率

は6.41％)に相当します。そのため、本新株予約権の発行により、当社普通株式に一定程度の希薄化が生じることに

なります。

しかしながら、本資金調達を通じてダイヤモンドワイヤの受注増加に対応するための生産能力の増強、及び次世

代の創薬技術として注目を集める「中分子創薬」において高精度で安定かつ大量に特殊ペプチドを供給することを

目的に設立され、当社のライフサイエンス事業におけるマイクロリアクター関連技術の活用にもつながる可能性の

あるペプチスターへの出資金に充当することにより、安定的な事業基盤の確立と中長期的な企業価値向上を図る方

針であり、中長期的には企業価値の向上を通じて既存株主の皆さまの利益に資するものと判断しております。ま

た、当社普通株式の過去６ヶ月における１日当たり平均出来高は394,017株であり、行使可能期間において円滑に市

場で売却できるだけの十分な流動性を有しておりますが、本新株予約権が全て行使された場合に、交付されること

となる当社普通株式数300,000株を、割当予定先の全部コミット期間である27価格算定日で行使売却するとした場合

の１価格算定日当たりの株数は11,111株(直近平均６ヶ月平均出来高の2.8％)となるため株価に与える影響は限定的

なものと考えております。したがって、本新株予約権による資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場

に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。

 
４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。
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５ 【第三者割当後の大株主の状況】
本件に基づき新たに発行される当社普通新株式の数は最大300,000株(議決権3,000個)ですが、新株予約権の行使

は、複数回に分けて発行されるものであり、これらが全て同時に発行されることはありませんので、第三者割当後の

大株主の状況は以下の記載と異なることがあります。
 

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

総議決権数に

対する所有議

決権数の割合

(％)

割当後の所有

株式数(株)

割当後の総議

決権数に対す

る所有議決権

数の割合(％)

株 式 会 社 ナ カ ム ラ
コーポレーション

堺市南区御池台４丁７番２

号
329,000 7.03 329,000 6.61

井上　誠 堺市南区 300,920 6.43 300,920 6.05

FVC-EVO Growth
Platform Fund Ltd.,
SPC

Walkers Corporate
Limited,
Cayman Corporate Centre,
27 Hospital Road, George
Town, Grand Cayman
KY1-9008, Cayman Islands

－ － 300,000 6.03

BARCLAYS CAPITAL
SECURITIES LIMITED
(常任代理人 バーク
レイズ証券株式会社)

1 Churchill Place Canary
Wharf London
(東京都港区六本木６丁目
10番１号)

288,400 6.17 288,400 5.79

日本トラスティ・
サービス信託銀行株
式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８
番11号

256,300 5.48 256,300 5.15

NOMURA PB NOMINEES
LIMITED OMNIBUS-
MARGIN (CASHPB)
(常任代理人　野村證
券株式会社)

1 Angel Lane, London,

EC4R 3AB，United Kingdom

(東京都中央区日本橋１丁
目９番１号)

199,000 4.25 199,000 4.00

住江織物株式会社
大阪市中央区南船場３丁目

11番20号
194,600 4.16 194,600 3.91

井上　阿佐美 堺市南区 187,780 4.01 187,780 3.77

THE BANK OF NEW
YORK MELLON
(INTERNATIONAL)
LIMITED 131800
(常任代理人　株式会
社みずほ銀行決済営
業部)

2-4, Rue Eugene

Ruppert,L-2453

Luxembourg, Grand Duchy

Of Luxembourg

(東京都港区港南２丁目15

番１号)

156,200 3.34 156,200 3.14

CHASE MANHATTAN
BANK GTS CLIENTS
ACCOUNT ESCROW
(常任代理人　株式会
社みずほ銀行決済営
業部)

5TH Floor, Trinity Tower

9,Thomas More Street

London, E1W 1YT, United

Kingdom

(東京都港区港南２丁目15

番１号)

113,280 2.42 113,280 2.27

計 ― 2,025,480 43.30 2,325,480 46.72
 

(注) １．割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成29年９月30日現在の株主

名簿上の株式数により作成しております。

２．割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成29年９月30日時点の総議決権数(46,770個)に、本

新株予約権の目的となる株式発行により増加する議決権数(3,000個)を加えた数で除して算出した数値であ

り、表示単位未満の端数は四捨五入して表示しております。

３．割当予定先であるGPFの「割当後の所有株式数」は、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社

普通株式を全て保有した場合の数となります。GPFより、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式

を、当社の企業価値を向上させ、株式価値を向上させることを十分に考慮し、かかる目的の達成状況を踏ま

えながら、株式を売却することにより利益を得る純投資の方針に基づき保有する旨及び当社の経営に介入す

る意思や支配株主となる意思はなく、また、当社普通株式を売却する場合には可能な限り市場動向に配慮し

ながら行うことを口頭にて確認しております。このため、GPFが本新株予約権の行使により取得する当社普

通株式の長期保有は見込まれない予定です。

６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。
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７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

第１ 【公開買付けの概要】

 

該当事項はありません。

 
第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 

第３ 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

 

該当事項はありません。

 

第三部 【追完情報】

 

１　事業等のリスクについて

「第四部　組込情報」の有価証券報告書(第47期、提出日平成29年６月26日)及び四半期報告書(第48期第２四半期、

提出日平成29年11月14日)(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有

価証券報告書等提出後、本有価証券届出書提出日(平成29年11月14日)までの間に生じた変更はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(平成29年11月14日)

現在においても変更の必要はないものと判断しております。

 

２．臨時報告書の提出

組込情報である第47期有価証券報告書の提出日(平成29年６月26日)以降、本有価証券届出書提出日までの間におい

て、下記の臨時報告書を提出しております。

　

(平成29年６月29日提出の臨時報告書)

[提出理由]

当社は、平成29年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも

のであります。

　

[報告内容]

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年６月23日

 
(2) 決議事項の内容

第１号議案　役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件

取締役　井上誠、川岸悟史、増田宏文、田植啓之、吉武理人の５氏に対し、それぞれの就任時から

役員退職慰労金制度の廃止までの間の退職慰労金を当社の内規により支給することとし、支給の時

期は各氏の退任時としたうえで、その具体的金額、方法等は取締役会に一任する。

 
第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、井上誠、川岸悟史、増田宏文、田植啓之、吉武理人、川口晃、京谷忠幸、大山隆司

を取締役に選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

 

決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
決議の結果及び賛成
(反対)割合(％)

第１号議案
役員退職慰労金制度の廃止に
伴う打切り支給の件

25,067 307 0 (注)１ 可決 96.96

第２号議案
取締役８名選任の件

   

(注)２

  

井上　誠 24,295 1,080 0 可決 93.97

川岸　悟史 24,298 1,077 0 可決 93.98

増田　宏文 24,301 1,074 0 可決 93.99

田植　啓之 24,301 1,074 0 可決 93.99

吉武　理人 24,295 1,080 0 可決 93.97

川口　晃 24,303 1,072 0 可決 94.00

京谷　忠幸 24,304 1,071 0 可決 94.00

大山　隆司 24,284 1,091 0 可決 93.93
 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

　

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに

より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の

確認ができていない議決権数は加算しておりません。

　

第四部 【組込情報】

 

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 

有価証券報告書
事業年度
(第47期)

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

平成29年６月26日
近畿財務局長に提出

四半期報告書
事業年度
(第48期第２四半期)

自　平成29年７月１日
至　平成29年９月30日

平成29年11月14日
近畿財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(ＥＤＩＮＥＴ)を使用して提

出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)

Ａ４－１に基づき本届出書の添付書類としております。

　

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第六部 【特別情報】

 
第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

平成29年６月23日
 

株　式　会　社　中　村　超　硬

取　　　締　　　役　　　会　御中
 

 

有限責任監査法人 ト　ー　マ　ツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　寺　田　　勝　基　　　　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　中　田　　信　之　　　　印

 

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社中村超硬の平成28年４月1日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社中村超硬及び連結子会社の平成29年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社中村超硬の平成

29年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 
内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。
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監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査意見

当監査法人は、株式会社中村超硬が平成29年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

平成29年６月23日
 

株　式　会　社　中　村　超　硬

取　　　締　　　役　　　会　御中
 

 

有限責任監査法人 ト　ー　マ　ツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　寺　田　　勝　基　　　　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　中　田　　信　之　　　　印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社中村超硬の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第47期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ

た。

　

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社中村超硬の平成29年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

平成29年11月14日

株式会社中村超硬

取締役会  御中

　

有限責任監査法人 トーマツ
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　井　　上　　嘉　　之　　　印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   中   田   信   之     印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社中村超

硬の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成29年７月１日から平成

29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・

フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社中村超硬及び連結子会社の平成29年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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